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今月のトピックス 

 

 

  

 

令和 5 年 5 月 8 日より、新型コロナウイルス感染症が、感染症法による 2 類

相当から季節性インフルエンザと同様の「5類感染症」に引き下がりました。 

厚生労働省が示した「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変

更後の療養期間の考え方等について」によると、新型コロナウイルスに感染した

場合は、感染症法に基づき、行政が患者に対し、外出自粛を要請することはなく

なり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に

委ねられることになりました。 

本稿では、新型コロナウイルス感染症の 5 類引き下げ以降に労働者が感染し

た場合の就業措置(労働安全衛生法)と感染または濃厚接触者となった場合の傷

病手当金(健康保険法)の請求について、実務上の注意点を解説していきます。 

 

１．労働者の就業に当たっての措置  

感染症法によると、1類感染症から 3類感染症に罹患した場合は、就業制限の

措置をとる必要があるとされています。また、労働安全衛生法では、「伝染性の

疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものに罹った労働者については、そ

の就業を禁止しなければならない。」とあります。 

つまり、2類相当に分類されていた新型コロナウイルスは、労働者が感染した

場合、就業制限の措置をとる必要がありました。 

  

新型コロナ 5 類移行にともなう実務上の注意点 
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類型 疾病種類 特徴 
就業

制限 

一類 
エボラ出血熱、ペス

トなど 

感染力が強く、感染した際の症状が重

い、危険性が極めて高い感染症 
〇 

二類 
結核、SARS、MERSな

ど 

一類ほどではないが、感染した際の症

状が重く、危険性が高い感染症 
〇 

三類 
コレラ、腸チフスな

ど 

集団食中毒など、主に食べ物や飲み水

を介して集団発生する感染症 
〇 

四類 
黄熱、マラリア、日

本脳炎など 

「人畜共通感染症」と呼ばれ、動物や虫

などを介する感染症 
－ 

五類 
インフルエンザ、麻

疹、風疹など 

危険度はさほど高くはないが、感染拡

大を防止すべき感染症 
－ 

新型コロナウイルスの 5 類引き下げは、就業制限も撤廃されることになりま

す。労働者が新型コロナウイルスに感染した場合でも、会社として、就業を制限

する（就業を禁止する）ことはできなくなるため、今後は、コロナ感染を含む体

調不良時には、無理に出社をせず、有給休暇を取得するなど、自主的に休暇が取

得できるような労働環境を構築する必要があります。 

 

２．傷病手当金について  

5類移行後も、業務外の事由で、新型コロナウイルス感染症に罹患し、労務不

能となったときには、健康保険の傷病手当金が請求できます。 

 
 

 

 

（「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」「労働安全衛生法」） 

（「全国健康保険協会」） 

新型コロナに係る傷病手当金の注意

点として、令和 5 年 5 月 7 日までの支

給申請については、臨時的な取扱いと

して、療養担当者意見欄(申請書 4ペー

ジ目)の証明が不要でしたが、5類に移

行したことにより、令和 5 年 5 月 8 日

以降の支給申請については、他の傷病

による支給申請と同様に、傷病手当金

支給申請書の療養担当者意見欄に医師

の証明が必要となります。 
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３．さいごに 

法律による就業禁止は、いわゆる「使用者の責に帰すべき理由による休業」に

は該当しないため、会社は休業補償の支払いをする必要はありません。しかし、

今後、新型コロナに感染した労働者に、従来の就業制限を継続していると、法律

上「休業手当」の支払いが必要となります。 

また、傷病手当金は、労働者本人に自覚症状がなく、家族等が感染し濃厚接触

者になった場合、労働者自身が労務不能と認められない限り、給付の対象とはな

りません。 

こうした状況下においても、労働者を無理に出社させることは得策ではなく、

今後は、職場での感染拡大を阻止するために、新たなルール作りが求められるで

しょう。 

 

※本内容は 2023年 5月 15日時点での内容です 

 

＜監修＞ 

社会保険労務士法人 中企団総研 


